
- 1 - 

   対馬市告示第22号 

    令和６年第１回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       令和６年２月22日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  令和６年３月７日（木） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          小島 德重君 

黒田 昭雄君          波田 政和君 

小宮 教義君          上野洋次郎君 

大浦 孝司君          作元 義文君 

春田 新一君          初村 久藏君 

 

   ○３月８日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          小島 德重君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          春田 新一君 

初村 久藏君                 

 

   ○３月15日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 
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神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

小島 德重君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          春田 新一君 

初村 久藏君                 

 

   ○３月18日に応招した議員 

陶山荘太郎君          神宮 保夫君 

島居 真吾君          坂本 充弘君 

伊原  徹君          入江 有紀君 

船越 洋一君          脇本 啓喜君 

小島 德重君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          波田 政和君 

小宮 教義君          上野洋次郎君 

大浦 孝司君          作元 義文君 

春田 新一君          初村 久藏君 

 

   ○３月19日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          坂本 充弘君 

伊原  徹君          入江 有紀君 

船越 洋一君          脇本 啓喜君 

小島 德重君          黒田 昭雄君 

小田 昭人君          波田 政和君 

小宮 教義君          上野洋次郎君 

大浦 孝司君          作元 義文君 

春田 新一君          初村 久藏君 

 

   ○３月27日に応招した議員 
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糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          小島 德重君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          春田 新一君 

初村 久藏君                 

 

   ○３月７日に応招しなかった議員 

小田 昭人君                 

 

   ○３月15日に応招しなかった議員 

脇本 啓喜君          波田 政和君 

 

   ○３月18日に応招しなかった議員 

糸瀬 雅之君                 

 

   ○３月19日に応招しなかった議員 

島居 真吾君                 
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令和６年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           令和６年３月７日（木曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       令和６年３月７日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第９ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第10 発議第６号 入江有紀君に対する懲罰動議 

    日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度対馬市

一般会計補正予算（第７号）） 

    日程第12 議案第２号 令和５年度対馬市一般会計補正予算（第８号） 

    日程第13 議案第３号 令和５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号） 

    日程第14 議案第４号 令和５年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

               号） 

    日程第15 議案第５号 令和５年度対馬市集落排水処理施設特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第16 議案第６号 令和５年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号） 

    日程第17 市長の施政方針説明 

    日程第18 議案第７号 令和６年度対馬市一般会計予算 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 
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    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第９ 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第10 発議第６号 入江有紀君に対する懲罰動議 

    日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度対馬市

一般会計補正予算（第７号）） 

    日程第12 議案第２号 令和５年度対馬市一般会計補正予算（第８号） 

    日程第13 議案第３号 令和５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号） 

    日程第14 議案第４号 令和５年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

               号） 

    日程第15 議案第５号 令和５年度対馬市集落排水処理施設特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第16 議案第６号 令和５年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号） 

    日程第17 市長の施政方針説明 

    日程第18 議案第７号 令和６年度対馬市一般会計予算 

 

出席議員（18名） 

１番 糸瀬 雅之君       ２番 陶山荘太郎君 

３番 神宮 保夫君       ４番 島居 真吾君 

５番 坂本 充弘君       ６番 伊原  徹君 

７番 入江 有紀君       ８番 船越 洋一君 

９番 脇本 啓喜君       10番 小島 德重君 

11番 黒田 昭雄君       13番 波田 政和君 

14番 小宮 教義君       15番 上野洋次郎君 

16番 大浦 孝司君       17番 作元 義文君 

18番 春田 新一君       19番 初村 久藏君 

 

欠席議員（１名） 

12番 小田 昭人君                 
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欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      國分 幸和君  次長     平間 博文君 

課長補佐    糸瀬 博隆君  係長     犬束 興樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  俵  輝孝君 

教育長  中島 清志君 

総務部長  木寺 裕也君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  一宮  努君 

しまづくり推進部長  伊賀 敏治君 

観光交流商工部長  阿比留忠明君 

市民生活部長  村井 英哉君 

福祉部長  田中 光幸君 

保健部長  桐谷 和孝君 

農林水産部長  黒岩 慶有君 

建設部長  内山  歩君 

水道局長  舎利倉政司君 

教育部長  扇  博祝君 

中対馬振興部長  原田 武茂君 

上対馬振興部長  原田 勝彦君 

美津島行政サービスセンター所長  藤田 浩德君 

峰行政サービスセンター所長  居村 雅昭君 

上県行政サービスセンター所長  田村 竜一君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  勝見 一成君 

監査委員事務局長  志賀 慶二君 

農業委員会事務局長  主藤 公康君 
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午前10時00分開会 

○議長（初村 久苹君）  おはようございます。 

 報告します。小田昭人君から遅刻の届出があっております。 

 ただいまから、令和６年第１回対馬市議会定例会を開会いたします。 

 議場の換気のため、出入口を開放して会議を運営することといたします。 

 去る３月３日に執行されました対馬市長選挙におきまして、比田勝尚喜君が再選されました。

市長、比田勝尚喜君におかれましては、健康に十分留意され、対馬市発展のため頑張っていただ

きますようお願いをいたします。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（初村 久苹君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、波田政和君及び小宮教義君を指名いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（初村 久苹君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、配付しております会期日程案のとおり、本日から３月

２７日までの２１日間とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。会期は、本日から３月２７日までの２１日間と決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 令和５年第４回定例会終了後以降の議長の行動等は、配付しております庶務報告書のとおりで

あります。 

 次に、議会広報編集特別委員会から、委員派遣に関する調査報告の提出があっておりますので、

報告をいたします。 

 議会広報編集特別委員会は、福岡県須恵町を訪問し、議会だよりの作成について視察、調査研

究を行っております。タブレットに掲載しておりますので、御高覧ください。 

 また、議長が閉会中に特別委員の辞任を認め、その後任の選任を行っております。配付してお
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ります特別委員会構成表のとおり、議会広報編集特別委員に坂本充弘君、懲罰特別委員に小島德

重君を選任しております。 

 本年１月１日に発生いたしました能登半島地震によって、今もなお多くの人々が不自由な暮ら

しを余儀なくされるという深刻な事態が続いております。改めて、犠牲になられた方々に深く哀

悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。本市議会としま

しても、できる限りの支援を行うため、議員から義援金を募り、総額３０万円を被災地に送金し

ております。 

 以上、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申出があっておりますので、これを受けます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  本日ここに、令和６年第１回対馬市議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には御健勝にて御出席賜り、衷心より御礼申し上げます。 

 まず初めに、私ごとで恐縮でございますが、去る３月３日執行の対馬市長選挙で、多くの市民

の皆様からの御信任を賜り、引き続き、市長として市政のかじ取り役を務めさせていただくこと

を光栄に思い、決意を新たにいたしております。 

 私はこの選挙期間中、島内津々浦々に足を運び、市民の皆様の貴重な御意見を頂戴いたしまし

た。頂戴した御意見は市政運営に反映すべく取り組んでまいりたいと考えており、また、公約に

掲げた誰一人取り残さない、未来へつなぐ対馬づくりに向けて、誠心誠意尽力してまいりますの

で、今後とも御支援、御協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、４点、御報告させていただきます。 

 まず、対馬市市制施行２０周年についてでございます。平成１６年３月１日に対馬６町が合併

し、対馬市が誕生して２０周年を迎えました。今回は、対馬市長選挙と時期が重なったため、記

念式典を４月に開催し、令和６年度において記念事業を展開してまいりたいと思っております。

「対馬にずっと 対馬でもっと」をキャッチフレーズに、市民、皆様と市制施行２０周年を祝っ

ていきたいと考えております。 

 次に、対馬市立豊小学校の閉校に関してでございますが、去る３月２日に閉校式が開催されま

した。改めまして、この統合に御理解いただきました保護者や関係者の皆様に、心から敬意を表

し、お礼を申し上げます。また、子どもたちにおいては、統合先となります比田勝小学校におい

て、多くの友達と楽しい学校生活を送り、共にたくましく成長することを願っております。 

 次に、第２次住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の二重払いについてでございますが、
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対象となられた９名の皆様には大変御迷惑をおかけし、深くおわびするとともに、返還に際して

御理解を賜り誠にありがとうございました。今後は、事務作業工程の見直しを図り、システム及

びデータのさらなるチェックを心がけ、このような事態が発生しないよう取り組んでまいります。 

 次に、令和元年８月から、全便運休となっておりました厳原釜山航路についてでございますが、

改修工事を行っておりました厳原港国際ターミナルが本年２月末で完成となりましたので、現在、

４月２３日火曜日からの運航再開に向けて、ＣＩＱなどの関係機関と最終の詰めの協議を行って

いるところでございます。 

 現在、２社の航路事業者の就航が決定しており、それぞれ運航日は異なりますが、毎週火曜日、

木曜日、金曜日の週３日、１日１往復での運航を行う予定となっております。 

 それでは、１２月定例会以降の主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、総務部からでございますけども、令和６年１月１日に発生した地震により、石川県にお

いては甚大な被害が発生し、避難者対応、災害復旧等に向けた取組が行われているところであり

ます。 

 対馬市としては、長崎県の第５陣として、去る２月１５日から２月２１日にかけて、石川県庁

に３名の職員を派遣し、仮設住宅建設等に関する契約等の事務業務の支援を行ったところであり

ます。 

 能登半島地域では、いまだ水道などのライフラインが復旧していない地域もあり、被災者にお

ける避難生活も長期化することが予想され、復興に向けたさらなる支援が必要であると感じてお

ります。今後も、国、長崎県などと連携しながら、職員派遣など対馬市が取り組める支援を継続

的に行ってまいりたいと考えております。 

 市民からの提言、市民との意見交換の場として、「市長へ提言 かっちぇて！しまづくり」に

取り組んでおりますが、去る１月３０日に、対馬中部地区で組織されている対馬ほほえみ会と生

活交通支援を行うことによる介護予防と子どもの文化活動の推進についての意見交換をさせてい

ただきました。 

 内容としては、対馬中部地区における交通支援や子どもの文化活動に対する支援などの提言に

ついて意見交換をさせていただき、改めて地域の課題等に対して、地域ぐるみで取り組まれてい

る実情を認識したところであります。このような地域での取組については頭の下がる思いであり、

市民との意見交換、提言の場を今後も継続的に実施していきたいと考えております。 

 次に、しまづくり推進部の関連でございます。 

 ＳＤＧｓの推進に向けた対馬モデルの研究開発連携協定を締結した企業の一つであるサラヤ株

式会社様が、子会社としてこの対馬に株式会社ブルーオーシャン対馬を１月２２日に設立いたし

ました。株式会社ブルーオーシャン対馬の代表取締役社長には、地元の川口幹子氏が就任し、対
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馬モデルとなる本市の海洋問題の解決に関連した事業を展開していくとお聞きしております。 

 この対馬モデルは、２０２５年大阪・関西万博において、アジア太平洋諸国へ事業モデルとし

て発信することを目指しており、グローバル規模での海洋プラスチック問題の解決に向け取組が

進められております。 

 対馬海ごみアート×ＮＦＴプロジェクトにつきましては、将来に向けた漂着ごみの回収財源

を持続的に調達していくため、漂着ごみを素材としたアートにＮＦＴ、いわゆる偽造防止の技術

を活用した作品を制作し、海洋環境保護を融合させた新たな社会課題解決モデルを構築すること

を目的に立ち上げております。 

 このプロジェクトでは、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングにより財源を捻出し、

目標金額２８０万円に対して寄附金額３３８万３,０００円を確保することができました。本市

のＳＤＧｓ推進や漂着ごみ等の環境問題に関する取組に御賛同、御支援いただきました皆様に心

から感謝を申し上げます。 

 また、プロジェクトの根幹である取組として、本市に流れ着く漂着物を利用したアート作品を

制作し、価値あるアート作品として販売することで、漂着ごみを回収するための財源を確保する

新たな社会課題解決モデルを実証しようとするものであります。今回のプロジェクトに参加して

いただくアーティストのしばたみなみ氏は、日本財団と環境省が実施する海ごみ対策のすぐれた

取組を表彰する海ごみゼロアワードにおいて環境大臣賞を受賞されており、今回の作品制作では

１か月間対馬に滞在してアートを制作していただきました。 

 今後はアート作品の展示・販売に取り組み、漂着ごみの回収財源の確保に向けた実証事業を展

開してまいります。今後もこの事業を含め、ＳＤＧｓを通じて環境・社会・経済の３側面を意識

した取組を進めてまいります。 

 以上が行政報告でございます。 

 本定例会において御審議願います案件でございますが、令和５年度一般会計等補正予算案件

５件、令和６年度一般会計等予算案件８件、条例の一部改正１８件、財産の取得１件、人権擁護

委員候補者の推薦に係る諮問２件、合わせて３４件の議案について御審議をお願いするものでご

ざいます。 

 内容につきましては、提案の際、担当部長から説明を行いますので、慎重に御審議の上、適正

なる御決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（初村 久苹君）  以上で、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 
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○議長（初村 久苹君）  日程第５、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、陶山荘太郎君。 

○議員（２番 陶山 荘太郎君）  おはようございます。それでは総務文教常任委員会の所管事務

調査報告を行います。 

 本委員会は、令和６年２月１５日、対馬市豊玉町に建設された対馬市消防署中部支署において、

対馬市消防署中部支署新庁舎の運用等及び旧庁舎跡地の利活用について所管事務調査を行いまし

た。 

 当日は、消防本部から主藤消防長、井次長、松尾中部支署長に出席いただき、中部支署内の研

修室において説明を受けた後、新旧庁舎の各施設を視察しました。 

 まず、対馬市の消防力等については、厳原町桟原に１本部と１消防署、豊玉町仁位に中部支署、

上県町佐須奈に北部支署、美津島町盒知、峰町佐賀、上対馬町古里にそれぞれ出張所、厳原町豆

酘に分遣所を設置し、ポンプ車８台、タンク車１台、化学車３台、計１２台の消防車と救急車

８台及び救助工作車２台を配備しているとのことです。 

 職員数につきましては、条例定数が１０６名のところ、令和６年１月３１日現在での実員数は

８９名であり、全体としては１７名が未充足の状態です。また、女性職員は本部１名、本署２名、

美津島出張所１名、上対馬出張所２名の６名が配置されております。中部支署の編制は、支署長

のほか２個小隊８名の計９名で、対馬市消防職員の隔日勤務者の勤務時間、休日、休暇に関する

規則により、３名の隔日勤務で峰出張所と連携しつつ、消防業務を行っているとの説明を受けま

した。 

 また、令和３年から５年までの出動回数は、火災出動は令和３年が１７件、令和４年が１６件、

令和５年が９件と減少傾向にあるものの、救急出動については、コロナ患者・熱中症患者及び高

齢者増加の影響により、令和３年が１,７５７件、令和４年が２,０９５件、令和５年が

２,１８９件と年々増加しているとのことです。 

 続いて、新庁舎の構造については、鉄筋コンクリート造りの一部３階建てで、１階は車庫、仮

眠室、感染症対策室、倉庫等、２階は執務室、待機室、研修室、３階に訓練施設があるほか、別

棟には非常用発電機室が設けられていました。１階の仮眠室１０室のうち２つは、セキュリテ

ィーロックが設けられた区画にトイレと風呂が完備されており、感染症対策及び女性職員が配置

された場合の勤務環境にも考慮されていると感じました。 

 最後に、旧庁舎の利活用については、将来的に庁舎を除却し、新庁舎と関連した訓練塔を建設

する構想を持っているとのことです。 

 委員からは、令和６年度に長崎県でも運用が予定されている病気やけがへの対処で迷ったとき

の＃７１１９ダイヤルも含め、医療機関及び福祉関連機関等と協議する場を早期に設け、救急車
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の適切な利用につなげてほしい。旧庁舎の利活用については、対馬での消防業務における施設の

必要性と除却・建設に係る費用等を考慮した上で十分に検討してほしいなどの意見がありました。 

 以上で、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。１番、糸瀬雅之君。 

○議員（１番 糸瀬 雅之君）  委員長にちょっとお尋ねを申し上げたいんですけども、今、この

消防署の職員数の問題が委員長のほうから報告がありまして、定員が１０６名に対して１７名が

不足をしているということで、この問題について、委員のほうから今後の職員の不足についての

何か意見等はなかったのか、委員長にお尋ねします。 

○議長（初村 久苹君）  委員長、陶山荘太郎君。 

○議員（２番 陶山 荘太郎君）  糸瀬委員の質問について回答いたします。 

 実際、職員の確保についての意見はありましたが、今回は中部支署の運用ですので、取りあえ

ず消防署のほうも中途採用については継続的に職員の募集をかけて、それについては筆記試験等

は免除しているということで、あと、全体的なものについては今回の協議はありませんでした。 

 特に限られた人数で、今、隔日勤務３名というのは最低限の消防、救急のクルーの数が最低限

３名いますので、連携しつつも最低限の数ですので、取りあえず救急出動に関する負担を減らす

ように、今後、＃７１１９ダイヤルとか医療機関の協議等を活用しまして、救急車の適切な利用

に関する市民への周知とか、そういうところをやっていくべきではないかということが議題には

上がりました。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  １番、糸瀬雅之君。 

○議員（１番 糸瀬 雅之君）  ありがとうございました。今回、所管事務調査をされたというこ

とで、やはり消防職員の１７名の不足、また、今年度３月にも四、五名辞められると聞いており

ます。その中で、やはり今後、対馬市の安全・安心な、対馬市民の命と防災のほうが非常に今後

心配をしております。その辺、消防長のほうも大変頭を悩まされていると思いますけども、これ

は職員の退職という、不足ということは、対馬市にとりまして、人材が本当に喫緊の課題だと思

っております。 

 以上であります。 

○議長（初村 久苹君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第６．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第６、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 厚生常任委員長、島居真吾君。 

○議員（４番 島居 真吾君）  おはようございます。厚生常任委員会の所管事務調査報告を行い

ます。 

 本委員会は、令和６年２月７日、海岸漂着物対策事業について所管事務調査を行いました。 

 まず、美津島町箕形にある一般社団法人対馬ＣＡＰＰＡを訪問し、上野代表理事と末永理事か

ら中間支援業務委託について及び海岸漂着物モニタリング調査業務委託について説明を受けまし

た。 

 １点目の中間支援業務委託について、中間支援組織とは対馬市と国や県、海岸漂着物関係者間

の連絡・調整・情報共有を行い、市民と一緒に対馬の海岸や海の環境を保全する活動を進めるた

めの組織として運営されており、その一環として、対馬の海ごみ対策に関する情報の集約・情報

発信・情報共有の機能を担う対馬海ごみ情報センターが設置されているとのことでした。 

 対馬市では、深刻な漂着ごみ問題の解決を図るため、平成２７年３月に策定された対馬市海岸

漂着物対策推進行動計画に基づき、総合的な海岸環境の保全に取り組んでいます。 

 対馬市が業務委託し、対馬ＣＡＰＰＡが取り組んでいる中間支援組織の具体的な業務内容は、

１、対馬市海岸漂着物対策推進協議会運営業務、２、漂着物のトランク・ミュージアムの管理運

営業務、３、対馬海ごみ情報センター（ホームページ）の運営業務、４、日韓市民ビーチクリー

ンアップ・ワークショップの運営業務、５、ボランティア団体受入れ業務、６、対馬市ＣＡＴＶ

（海ごみ問題一般的教育放送）番組制作業務、７、対馬海ごみシンポジウムがあり、それぞれの

業務内容について説明を受けました。 

 初めに、海ごみ問題の教育啓発用に制作された１０分程度の番組を視聴しました。この番組を、

対馬市ＣＡＴＶで放送したり、市内の学校や公共施設等で積極的に活用することにより、市民全

体の環境意識向上や効果的な海ごみ問題の普及啓発活動に役立てるとのことでした。 

 漂着物のトランク・ミュージアムとは、一般社団法人ＪＥＡＮが対馬市のために特別に制作し

たオリジナルの展示物で、旅行用のトランクにペットボトルや漁具等の漂着物が詰め込まれてい

ました。学校等の出前授業や様々なイベントで展示され、漂着ごみの種類や問題点等を理解し、

海の楽しさや海洋汚染の実態が学べるツールとして、普及啓発のために活用されているそうです。 

 また、令和５年７月１５日に開催された対馬海ごみシンポジウム２０２３では、海洋プラスチ

ックごみの回収と再資源化の課題について専門家の意見を聞き、ディスカッションを通して解決

に向けた方向性を模索する機会になったとともに、翌日の２０２３日韓市民ビーチクリーンアッ

プ・ワークショップでは、上県町の井口浜海水浴場において、日韓の学生及び島内外の環境保全
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活動を行っている企業団体やボランティアなど、３００名を超える参加者が海岸清掃を行った後、

峰地区公民館において約１３０名がワークショップに参加し、身の回りにあるプラスチックを

テーマに、熱心なグループディスカッションが行われたとのことでした。 

 ２点目の海岸漂着物モニタリング調査業務委託については、調査対象の田ノ浜、青海、修理田

浜、上槻、五根緒、ナイラ浜の６地点の海岸において、年に４回、モニタリング調査を実施して

いるそうです。モニタリング調査の計測・分析の結果として、韓国からの漂着ごみが４割、中国

からの漂着ごみが３割を占めており、中国の漂着ごみの割合が年々増えている状況にあるとのこ

とでした。また、漂着ごみが増えた理由として、線状降水帯による集中豪雨や台風の大型化など

が要因であると考えられるとのことでした。 

 上野代表理事は、対馬を訪れた人に、対馬は漂着ごみの島というイメージを持ってほしくない。

漂着ごみを回収して、シーカヤックに乗って自然を満喫して、観光と環境を一緒に体験してもら

い、自然豊かな島であることを多くの人に知ってもらいたいと話されました。 

 対馬ＣＡＰＰＡの視察終了後、美津島行政サービスセンター別館２階大会議室において、令和

５年１２月３日に実施されたラーム・エマニュエル駐日米国大使とユン・ドクミン駐日大韓民国

大使の海岸視察・清掃の概要について、環境政策課の阿比留課長と福島課長補佐より説明を受け

ました。 

 この視察は、令和５年８月にキャンプ・デービッドにおいて開催された日米韓首脳会談がきっ

かけで実現したもので、対馬にとっては歴史的な一日となり、また、令和６年度に海洋環境に関

する日米韓シンポジウムが開催される合意がなされたとの報告がありました。 

 委員からは、漂着ごみの発生抑制の手段として、対馬と韓国の漁民同士が交流し、漂着ごみ問

題について理解を深め合ってはどうか。海洋環境の国際会議等の場で機会を設けていただき、対

馬の漂着ごみについて国家間の相互理解や共通認識を深めてもらいたいなどの意見がありました。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第７、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長、坂本充弘君。 

○議員（５番 坂本 充弘君）  おはようございます。産業建設常任委員会の所管事務調査報告を
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行います。 

 本委員会は、令和６年２月２０日に三宇田浜周辺の観光施設等の整備状況、利用状況及び今後

の計画について所管事務調査を行いました。 

 当日は、原田上対馬振興部長、三原地域振興課長、西村課長補佐、扇係長に出席を求め、三宇

田浜園地内のキャンプ場の整備状況及び上対馬温泉渚の湯の施設の状況を視察した後、上対馬庁

舎にて説明を受けました。 

 三宇田浜園地は、天然の砂浜が広がる海水浴場と隣接する高台に整備されたキャンプ場で形成

されており、エメラルドグリーンの海、白い砂浜、緑の山々による美しいコントラストは、景勝

地としての利用も高く北部対馬を代表する観光スポットとなっています。また、韓国釜山との国

際航路がある比田勝港に近いこともあり、航路再開以降は韓国人観光客の増加が顕著となってい

ます。 

 施設の整備状況については、三宇田浜園地を北部対馬の観光拠点と位置づけ、利用者のニーズ

に対応したキャンプ施設に改修し、交流人口の増大と観光拠点としての機能充実を図ることを目

的に、平成３０年度から令和５年度の６年間で環境省の自然環境整備交付金を活用し、総事業費

１億２,６３８万６,０００円をかけて三宇田浜園地リニューアル整備事業を実施しています。 

 事業内容は、管理棟の新設、あずまや・給水施設の新設などの持込みテントサイト整備、バン

ガロー・オートキャンプ場の新設などの常設テントサイト整備となっています。 

 令和５年度のキャンプ場の使用者数は、４月から１月までで６２１人、使用料は６９万

８,４２０円、海水浴場の利用者数は海水浴場開設期間で１万９,５５０人となっており、キャン

プ場の使用者、海水浴場の利用者ともにここ数年は増加しています。 

 渚の湯は、旧上対馬町が観光の目玉として平成１２年８月から温泉掘削を開始。住民が楽しみ、

くつろぎや安らぎの場として、また、子どもから高齢者までの世代間の交流、さらには島内外か

らの観光客を積極的に受け入れる施設として平成１５年度に供用開始しています。令和５年度の

利用者数は、４月から１月までで２万２,６８８人となっており、国際航路再開もあり増加傾向

にあります。 

 三宇田浜園地及び渚の湯の今後の利用計画については、令和６年度から令和７年度にかけて策

定予定の（仮称）北部対馬アクションプランに盛り込み、計画的に取り組むこととしています。

観光客が訪れたくなり、再来したくなる北部対馬の主要な観光施設として、施設環境の充実や高

付加価値化を図っていくため、現時点の案として、三宇田浜園地において、台風で倒壊したあず

まやの跡地にフォトスポットや熱中症対策のための休憩棟の新設、利用者等の安全確保のための

ＡＥＤ設置を予定しており、海水浴場でのマリンアクティビティーの可能性について研究・検討

します。 
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 また、渚の湯においては、建設から２０年が経過し老朽化が進んでいるため、機材故障等によ

り施設運営に支障が出ないよう対応するため、指定管理者との連絡を密にし、安心・安全な施設

運営に努めたいという説明がありました。 

 以上で、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．長崎県病院企業団議会議員の報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第８、長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。 

 ６番、伊原徹君。 

○議員（６番 伊原  徹君）  長崎県病院企業団議会議員報告書。 

 令和５年長崎県病院企業団議会第２回定例会が、昨年１２月２７日１３時３０分から長崎県農

協会館７階会議室で開催され、対馬市議会からは脇本議員と私、２名が出席いたしましたので、

その審議概要を報告いたします。 

 初めに、米倉企業長から、前定例会以降の重要事項についての報告と今定例会に上程された議

案について説明がなされました。 

 まず、新型コロナ感染症対策について、国は昨年５月に感染症の位置づけを２類相当から５類

に見直したため、本年４月から通常の医療提供体制への完全移行に向けて準備を進めています。 

 次に、令和４年度の企業団病院の経営状況については、新型コロナウイルス感染症対策に係る

国や県からの補助金等の支援により、経常損益では３年連続の黒字でありましたが、本業部分の

医業損益では赤字となっています。 

 このような中、令和４年３月末に総務省から公立病院経営強化ガイドラインが示され、企業団

病院においても、令和５年度末までに公立病院経営強化プランの策定が求められています。 

 企業団では、一昨年からアフターコロナを見据えた病床規模や病床機能の検証、さらに医療従

事者の働き方改革や新興感染症対策を新たに追加した第３次中期経営計画（後期計画）として、

令和６年３月末の策定を目指しています。 

 令和６年度の医療人材確保については、地域医療の維持に必要な県の養成医師及び長崎大学等

からの派遣による確保、また、離島地域では看護師確保が厳しい状況でありますが、本土病院か

ら離島病院への派遣などにより、安定的な確保に取り組みたいとの報告を受けました。 

 今回の審議する提出議案は、予算議案１件、認定議案１件、報告議案２件について慎重に審議
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が行われました。 

 予算議案として、第５号議案、令和５年度長崎県病院企業団病院事業会計補正予算（第４号）

は、新型コロナウイルス感染症対策及び壱岐病院の増築工事補正予算、また、本年４月１日履行

開始が必要な契約の債務負担行為の変更・追加のためであります。 

 次に、認定第１号、令和４年度長崎県病院企業団病院事業会計決算の認定についてでは、企業

団全体の収益合計は収入総額３３１億１,９９６万７,８５５円に対し、支出総額３０６億５１万

６,１６９円で、差し引き２５億１,９４５万１,６８６円の純利益となっています。 

 対馬地域病院の内訳でございますが、対馬病院は事業収益７０億６,７０２万５,５５８円に対

し、事業費用６３億５２６万３,９８５円で、差し引き７億６,１７６万１,５７３円の黒字とな

っています。 

 上対馬病院は事業収益１１億３,１４５万３,０４５円に対し、事業費用１０億６,８６８万

５,１００円で、差し引き６,２７６万７,９４５円の黒字となっています。 

 企業団全体の資本的収支では、資本的収入３５億３７１万２,１７０円に対し、資本的支出

４４億２,７３１万９,７１２円で、不足する額９億２,３６０万７,５４２円は過年度分損益勘定

留保資金と消費税資本収支調整額で補痾することになっています。 

 対馬地域病院の資本的収支ですが、対馬病院は資本的収入５億５,６０５万５９５円に対し、

資本的支出７億１,９２８万２,１９４円で、不足する額１億６,３２３万１,５９９円は過年度分

損益勘定留保資金と消費税資本収支調整額で補痾することになっています。 

 上対馬病院は資本的収入９,０２９万１,０４６円に対し、資本的支出１億１,８４８万

８,４３０円で、不足する額２,８１９万７,３８４円は過年度分損益勘定留保資金と消費税資本

収支調整額で補痾することになっています。 

 次に、企業長専決事項報告の報告第３号及び報告第４号は、上五島地域の診療所での外来で対

応する新型コロナウイルス感染症対策に必要なＨＥＰＡフィルター付空気清浄機の設備整備費の

専決補正予算の報告であります。 

 議案外報告としまして、次の６件の報告がありました。 

 １、令和４年度長崎県病院企業団病院事業会計予算繰越計算書報告について、島原、五島中央、

対馬病院及び壱岐病院に係る繰越事業の報告がありました。 

 ２、入札結果報告について、１,０００万円以上の建設改良工事費及び５,０００万円以上の医

療機器購入費の入札結果が報告されました。なお、対馬地域では、対馬病院敷地内に２階建て

１０世帯の医師宿舎新築工事及び医療機器売買契約締結の報告がありました。 

 ３、令和５年度上半期、４月から９月の経営状況について、前年度との比較では、企業団全体

では病床利用率マイナス０.７％、入院患者数１日当たりマイナス１０.４名、外来患者数では
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１日当たり５５.３名の減により、対前年度と比較した医業収支差はマイナス６億２,８００万円

で、やや悪化傾向が伺えます。 

 ４、長崎県病院企業団第３次中期経営計画（後期計画）素案の概要について、病院企業団では、

平成２１年度に病院改革プランの策定、平成２４年は中期経営計画、平成２９年は第２次中期経

営計画、令和３年からは第３次中期経営計画により、３年ごとに離島病院の再編や経営の健全化

に取り組んでいます。現行の第３次中期経営計画の取組を継続、更新しつつ、新たに公立病院経

営強化プランで求められている取組を追加して、第３次中期経営計画（後期計画）を策定するも

のであります。 

 このため、本土地区２施設、五島地区３施設、上五島地区３施設、対馬地区２施設、壱岐地区

１施設の計１１施設について、アフターコロナを見据えた地域別の検証計画が進められています。 

 対馬地域ですが、対馬病院ではコロナ対策のため臨時的に休床中の４階東病棟５２床を引き続

き休床状態とし、地域医療に及ぼす影響を見極めた上で、令和７年に４０床の廃止を検討したい

とのことです。 

 上対馬病院は、建て替えに伴い、既存６０床を１０床から２床程度の病床数の削減の方向で進

められています。 

 対馬地域病院の病床数の方針については、昨年８月に開催された対馬地域の調整会議で合意済

みとのことです。 

 ５、介護施設の状況と課題について、企業団が運営する介護施設の状況と課題では、地域で支

える医療と介護をスローガンに進めていますが、昨年８月に行われました島原地区の３市、五島

市、新上五島町、対馬市、壱岐市それぞれの地域医療連携室の職員を対象に、介護施設の充足状

況等に関する意見交換会が開催されました。 

 その結果ですが、 

 １、生産年齢人口の減少により医療人材が不足する中で、施設に入所できず病院待機者が増え

れば医療体制に影響を及ぼすおそれがある。 

 ２、要介護認定まで時間が長く、入院後、施設入所までの調整が難しい。 

 ３、ケアプランを作成するケアマネジャーが不足している。 

 ４、市町関係部局との定期的な意見交換会の場が必要である。 

 ５、吸引措置等の医療行為、透析治療や認知症等の受入れ先がないなどの課題が報告されてい

ます。 

 ６番目です。企業団病院の建て替え・増築工事について、壱岐病院の増築、駐車場造成工事、

上五島病院の建て替え、有川医療センター建て替え、上対馬病院の建て替えについての進捗状況

が報告されました。上対馬病院建て替えについては、対馬市が実施した地域住民を対象としたア
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ンケート調査結果を参考に建設地を決定し、今後、企業団と協議を行う予定との報告がありまし

た。 

 以上で、令和５年第２回長崎県病院企業団議会定例会における報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を１１時１０分からといたします。 

午前10時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第９、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を行います。 

 １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員報告を行います。 

 令和６年２月１４日、ホテルセントヒル長崎において、令和６年第１回長崎県後期高齢者医療

広域連合議会定例会が開催されましたので、議案審議等の内容について、次のとおり報告いたし

ます。 

 議案審議に入る前に、経過等の報告がありました。 

 主な内容は次のとおりです。 

 １、国の動向について、昨年１２月５日に開催された経済財政諮問会議において、少子化対策

の財政確保や医療・介護保険制度の持続性確保のため、社会保障改革工程の素案が示され、

１２月末の閣議で決定されました。 

 また、こども家庭庁においては、１２月１１日に支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話

会の第２回会合を開き、次元の異なる少子化対策の財源の一部を賄う子ども・子育て支援金制度

の素案を示し、支援金の拠出については、各医療保険者が被保険者等から保険料と合わせて支援

金を徴収することとして、同じく１２月末の閣議で決定されました。今後、今年の国会に関連法

案が提出されることとなります。 

 次に、令和６年度予算案における社会保障費は、前年度比２.３％増の３７兆７,１９３億円と、

初めて３７兆円台となり、医療機関に支払う診療報酬については０.８８％のプラス改定、薬価
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比は１％のマイナス改定となりました。この令和６年度予算案についても、１２月末の閣議で決

定されました。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）

等の一部改正法の施行期日を定める政令が閣議決定され、現行の保険証については、本年１２月

２日から新規発行を終了することが決定されました。今後は、マイナンバーカードの取得の円滑

化及びマイナ保険証の不安払拭に向けた取組が講じられるとされています。 

 ２、国に対する要望について、令和５年１１月１５日、全国の広域連合で組織する全国後期高

齢者医療広域連合協議会は、高齢者数がピークを迎える２０４３年を展望し、後期高齢者医療制

度の基盤強化や持続性を確保し、必要な改善を図るため、国による積極的な対応や実現に向けた

取組を要望し、６項目についての要望書を武見敬三厚生労働大臣に提出しました。 

 ３、第３期データヘルス計画の策定について、広域連合では、高齢者の医療の確保に関する法

律及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針に基づき、

平成２７年３月に第１期データヘルス計画、平成３０年３月に第２期データヘルス計画を策定し、

保健事業等を実施してきました。今年度で第２期の計画が終了するため、現在、令和６年度から

令和１１年度までを計画期間とする第３期データヘルス計画の策定を行っています。 

 第３期計画においては、令和２年度から開始された高齢者の保健事業と介護要望等の一体的実

施の取組を中心とし、国が定めた共通評価指標を活用することで、より効果的な保健事業を推進

します。 

 現在、作成した計画案については、懇話会、市町関係課及びパブリックコメントで意見照会を

行ったところです。今後、頂いた意見を参考に計画案を見直し、令和６年３月末までに計画を策

定します。 

 議案審議の内容については、次のとおりです。 

 議案審議については、条例改正案２件、予算議案４件、財産の取得１件が上程され、慎重審議

の結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決されました。 

 議案第１号、長崎県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 提案理由。地方自治法の一部を改正する法律により、令和６年度から会計年度任用職員に対し

勤勉手当を支給することができるものとされたことを踏まえ、所要の整備をしたいため、この条

例案を提出する。 

 議案第２号、長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例。 

 提案理由。令和６年度及び令和７年度の保険料率、令和６年度以降の保険料賦課限度額に関す

る事項、保険料の算定方法及び保険料の均等割軽減判定に用いる額等を定めたいため、この条例
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案を提出する。 

 なお、保険料率等は以下のとおりとなっています。 

 令和４年度、令和５年度は、均等割が年額４万９,０００円、所得割が９.０３％ですが、令和

６年度、令和７年度は、均等割が年額５万２,４００円、所得割が１０.３１％となり、いずれも

保険料が上がることになります。 

 議案第３号、令和５年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）。 

 令和５年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１,５１８万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億５,００８万６,０００円とするものです。 

 令和４年度決算余剰金を受け入れるとともに、職員給与費と財政調整基金積立金について予算

の補正を必要とするものです。 

 議案第４号、令和５年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）。 

 令和５年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５億２,８８６万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２,４０１億９,０３２万２,０００円とするものです。 

 令和４年度決算余剰金を受け入れ、償還金等を整理する必要があること、特別高額医療共同事

業拠出金に不用額が見込まれること、業務に係る不用額が生じたこと、その他について予算の補

正を必要とするものです。 

 議案第５号、令和６年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計予算。 

 令和６年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億５,８０３万４,０００円と定めるものです。 

 歳入の主なものは市町分担金、負担金、歳出の主なものは総務費の一般管理費です。 

 議案第６号、令和６年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算。 

 令和６年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算の歳入歳出の総額は、

歳入歳出それぞれ２,４５２億５,９４３万９,０００円と定めるものです。 

 歳入の主なものは国庫支出金、市町村支出金及び支払基金交付金、歳出の主なものは保険給付

費です。 

 議案第７号、財産の取得について。 

 取得する財産。事務系及び標準システム統合サーバー１式。 

 内訳。サーバ５台、ストレージ１台、ネットワーク機器３台、その他関連機器等１式。 

 契約金額。４,１０３万円です。 
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 議事日程の最後に一般質問が行われ、壱岐市選出の山口欣秀議員、佐々町選出の永田勝美議員

が質問されました。 

 山口欣秀議員の質問内容。 

 １、国民置き去りの「マイナ保険証」化について。 

 ２、重い負担となっている保険料について。 

 永田勝美議員。 

 １、後期高齢者受託事業に係る消費税について。 

 ２、後期高齢者受託事業に係る会計検査院の見解について。 

 ３、後期高齢者受託事業に係る改善策について。 

 以上で、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．発議第６号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１０、発議第６号、入江有紀君に対する懲罰動議を議題とします。 

 入江有紀君の退場を求めます。 

〔７番 入江 有紀君 退場〕 

○議長（初村 久苹君）  令和５年第４回定例会において、閉会中の継続審査事件として懲罰特別

委員会に付託しておりました発議第６号について、審査報告書の提出があっております。 

 懲罰特別委員会の審査報告を求めます。懲罰特別委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  おはようございます。 

 懲罰特別委員会審査報告をいたします。 

 令和５年第４回対馬市議会定例会の令和５年１２月８日、大浦孝司議員ほか３名から、入江有

紀議員に対する懲罰動議が提出され、定例会最終日の令和５年１２月１９日、委員会条例第７条

第１項の規定により懲罰特別委員会が設置されたところであります。 

 当委員会は、令和５年１２月１９日、令和６年２月２日、令和６年２月１９日の３回にわたり

委員会を開催しましたので、その審査の内容について、会議規則第１１０条の規定により報告い

たします。 

 本件は、入江議員が令和５年１２月６日の自身の一般質問冒頭に、市民からの議員に対するク

レームとして、実名は伏せていたが、２名の同僚議員の日頃の行動について問題があると指摘す
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るなどの不穏当発言に対し、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規定

に基づき、入江議員に対する懲罰を要求されたものであります。 

 地方自治法第１３２条では、普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は無

礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならないとあります。 

 今回の入江議員の言動は、神聖な議場の市政一般質問の中において、実名発言はなかったもの

の、特定の同僚議員の私生活等に触れて批判するという不穏当発言であり、議会の品位を欠くも

のであると判断しました。 

 よって、本委員会は入江議員に対し、別紙戒告文のとおり、議場において戒告を科すことに決

定しました。 

 以上で、懲罰特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。１６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  委員長報告の中身をまずチェックして確認したいことがござい

ます。 

 まず、１つ目は、実名が当日の一般質問の冒頭には入っておらないと明記されております。と

ころが、その議会前に、議長宛てに私の個人名を宛てて内容証明つきの書面を送っております。

それで私は議長に呼ばれまして、こういうことが来ておるぞと、気をつけてくれというようなこ

とがございました。実名ははっきりしております。 

 そして、次に確認したいのは、本人が７年前からそういうふうなことを一般住民の方が申され

ておったことから始まりまして、それで、事務局に各議会、委員会に対する毎年の毎回の調査資

料を求めました。その結果、発言された内容はことごとく虚偽の内容でございました。虚偽とい

うのはうそということです。このことを委員会はチェックをされたのかお尋ねいたします。 

 その２点をまずした後に、委員長の発言を求めたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  まず１点目の実名がないと明記されているということですけ

れども、委員会の中では、その実名が個人的に特定できたという考えです。まず最初。そういう

ことでこういう結果が出ております。分かっていただきたいと思います。 

 それと、７年前からの事務局の調査資料を提出させたと。そのことも、入江議員のほうには手

渡して精査させております。 

 以上です。 

 その結果、こういう判断が出たということですから。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 
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○議員（１６番 大浦 孝司君）  そこまでは私も今の答弁で分かりますが、結局、処分といいま

すか、程度と申しますか、ここに別添の資料がございます。戒告。戒告とは、その処分の中身と

してどの程度のことなのか、そして、その上にどのような処分があるのか、ここをお尋ねしたい。

お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  では、懲罰の種類を読み上げたいと思います。いいですか。 

 まず、緩いほうから戒告、陳謝、出席停止、除名とあります。 

 まず、１番の戒告とは、公開の議場において、懲罰事犯者である者に対し議長が戒告文を朗読

することを言います。なお文案は、懲罰特別委員会で起草し、本会議で議決したものを朗読する

こととなっております。 

 次に陳謝とは、公開の議場において、懲罰事犯者がその事案について陳謝文を朗読することを

言います。なお、文案は戒告文と同様に、懲罰特別委員会で起草し、本会議で議決したものを朗

読することになっております。 

 出席停止とは、議会の会期中、一定期間議会の会議、委員会への出席を停止する処分のことを

言います。なお、本市議会では、会議規則第１６３条において、出席停止は１０日を超えること

ができないと規定されていますので、その範囲内となります。 

 除名とは、当該議員の身分を疼奪することを言います。除名は懲罰の中で最も重いものである

ため、戒告、陳謝、出席停止などの懲罰が過半数議決であるのに対し、本会議において議員の

３分の２以上が出席し、その４分の３以上の者の同意が必要となる特別多数議決となっています。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  その中で、私はちょっと確認をしたいと思います。 

 戒告、陳謝、この虚偽の発言を私はしておるというふうなことは裏づけ資料ではっきり申し上

げます。それが違うと言えば、お互いにそのことについて確認・チェックをすればいいんですけ

ども、話を聞くところによりますと、委員会では、陳謝、謝罪というふうなことを相場として掲

げたような発言がある中で、本人は絶対それはしないと、こういうことを会議の場所で呼び出し

の中で発言されたと。これは事実ですか。 

 このことに加えて、委員会は委員会なりの一つの利害関係なく人の発言を裁く、提案するとい

うふうなことで私は捉えておるものでありますが、絶対陳謝をしない、そのようなことを会議の

席で申されて、それが１ランク下がった戒告ということになっているように私は感じますが、委

員長さん、その陳謝というふうなことの確認をされたというふうなことは耳に私入ったんですが、

いかがでしょうか。そのことが事実ですか。そうじゃないんですか。 



- 25 - 

○議長（初村 久苹君）  委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  私の記憶では、陳謝とかそういうことじゃなくて、委員会と

して処分が決定したときに、その処分に決定いただけますかという質問をした記憶があります。

陳謝とか戒告とかそういうことは私は言っておりません。 

 それと、大浦議員の中で、入江議員に対しての委員会の中で、これはちょっと公平になりませ

んので、入江議員の言ったことも、大浦議員の言ったことも、小田議員の言ったことも、弁明を

ちゃんとさせておりますので、その３つのことを３人からの弁明を答えたいと思います。よろし

いですか。 

○議長（初村 久苹君）  どうぞ。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  いいですか。これは公平に期したんです。 

 まず、委員会の中で大浦議員の弁明です。いつも休んでいるとの発言であったので、議会事務

局で調べてもらった。事実確認をしないままの発言であり、重い処分を願う。一般質問の通告外、

議場内の発言であることも問題である。 

 小田議員の弁明。入江議員の発言は私のことと思っておりますので、動議を提出しました。

１年のうち半分休んでいる発言は、幾ら市民の声であっても調査確認もせず、テレビの前で発言

をしたことは問題である。 

 次に、入江議員の弁明です。市民からのお願いされた意見を代弁しただけで、名前も「ある議

員」としてしか言っていません。悪いことをしたとは思わない。こんなことで懲罰にかけられた

ら議員として活動できない。今後も市民の意見を吸い上げて代弁していく。 

 大浦議員の件は、産建、厚生と一緒で、まともに委員会に参加していなかったので、本当のこ

とを書いてあると思った。 

 懲罰特別委員会の決定に従いますかの委員長質疑に対し、悪いことをしたとは思っていないの

で従うつもりはない。 

 このことはそのときの答弁であって、その後、考えがどうなっているかということは、この決

定してからの入江議員の行動だと思います。 

○議長（初村 久苹君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  私は一番最初に申し上げましたが、事務局の出面チェック確認

はされたかということを言っているんです。そこにチェックすれば分かる答えが出とるんですけ

ども、入江議員は特別そういうふうなことがオーバーヒートされまして、独自の発言がなされて

おると、私はそこを言っているんです。そこのところをチェックするのが本当の委員会だと思っ

ております。 

 それがそうではないというふうなことで、戒告というのはどういうことか。謝罪は最低適当で
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あろうと、私の会派の中で重い処分をしていただきたいということで、代表を送り出したつもり

でありましたけども、そういうことがございました。だから、私は軽いというふうなこと、非常

に委員会として問題がある採決をされたと、かようにこの文書を見る限り思います。 

 以上で、私の質問を終わりますが、最後に、虚偽の発言をして困るような、恥をかかすような

ことをやった場合に、重い処分を最初からこの議会の中で話合いをして、そういうレベルという

ものを確定せんと。議長も止めない、勝手放題をやる、そしてそれが正しいという、こんなこと

は、私は、対馬市議会の将来にいい影響を与えない、このように思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑は終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件について、委員長報告は委員会起草による戒告文により、入江有紀君に戒告の懲罰を科す

ことです。 

 本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（初村 久苹君）  起立多数です。入江有紀君に戒告の懲罰を科すことは可決されました。 

 入江有紀君の入場を求めます。 

〔７番 入江 有紀君 入場〕 

○議長（初村 久苹君）  ただいまの議決に基づいて、これから入江有紀君に懲罰の宣告を行いま

す。 

 入江有紀君に戒告の懲罰を科します。 

 これから戒告文を朗読します。入江有紀君の起立を命じます。 

 戒告文。 

 入江有紀議員は、令和５年１２月６日の本会議の一般質問における発言中、同僚議員の私生活

等を批判するなどの不穏当な発言をし、議会の秩序を乱したことは、議員の職責にかんがみ、誠

に遺憾である。 

 したがって、地方自治法第１３５条第１項第１号の規定により戒告する。 

 令和６年３月７日。 

 対馬市議会議長、初村久苻。 
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 これをもちまして、懲罰特別委員会は終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．承認第１号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１１、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（令和

５年度対馬市一般会計補正予算（第７号））を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま議題となりました承認第１号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、令和５年度対馬市一般会計補正予算（第７号）を令和６年２月１日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し承認

を求めるものでございます。 

 この補正は、令和６年４月２８日執行予定の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙に係る費用を計

上したものでございます。 

 予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条第１項、歳入歳出予算の補正でございますが、令和５年度対馬市一般会計補正予算（第

７号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３４３億９,２７７万１,０００円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするもの

でございます。 

 第２条、債務負担行為の補正は、債務負担行為の追加を６ページ、７ページの「第２表 債務

負担行為補正」によることとし、衆議院小選挙区選出議員補欠選挙費を追加するものでございま

す。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１６款・県支出金、３項・委託金は、衆議院議員選挙費委託金

５５０万円を計上しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 ２款・総務費、４項・選挙費は、衆議院議員選挙に係る時間外勤務手当、備品購入費のほか事

務費と合わせて５５０万円を計上しております。 

 なお、１２ページ、１３ページに補正予算給与費明細書を添えておりますので、御参照くださ

い。 
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 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから討論、採決を行います。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年度対馬市一般会計補正予算（第

７号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり承認されました。 

 昼食休憩といたします。再開を１時５分からといたします。 

午前11時49分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時05分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 報告します。小田昭人君から欠席の届出があっております。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第２号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１２、議案第２号、令和５年度対馬市一般会計補正予算（第

８号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま議題となりました議案第２号、令和５年度対馬市一般会計

補正予算（第８号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、１２月に臨時財政対策債の償還に充てる財源として追加された、普通交付税の
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減債基金への積立てと、各事務事業の実績等によります調整が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和５年度対馬市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５,８５５万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４１億３,４２２万円とするも

のでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから６ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするもの

でございます。 

 第２条、継続費の補正は、継続費の変更を、８ページ９ページの「第２表 継続費補正」によ

るものとし、市道尾浦浅藻線道路改良事業費、公営住宅等整備事業、市道目保呂ダム支線道路災

害復旧事業の総額、事業年度及び年割額をそれぞれ変更するものでございます。 

 第３条、繰越明許費は、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用

することができる経費を、８ページから１１ページにかけての「第３表 繰越明許費」によるも

のとし、合計５３件、１５億５,５４４万５,０００円を繰り越せるとするものでございます。 

 なお、この繰越明許費につきましては、別途繰越し理由一覧表をタブレットに掲載しておりま

すので、後ほど御参照ください。 

 第４条、地方債の補正は、地方債の変更を、１２ページ、１３ページの「第４表 地方債補

正」によるものとし、地方債の限度額を３８億５,９９０万円とするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 １８ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款・市税は、所得割の増により、市民税４,０００万円、固定

資産税１,０００万円と、たばこ税２,０００万円を追加しております。 

 １１款・地方交付税は、普通交付税６,４０３万４,０００円を追加しております。 

 １３款・分担金及び負担金は、急傾斜地崩壊対策事業分担金の減が主なものでございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 １５款・国庫支出金、１項・国庫負担金でございますが、事業の実績見込み等により、１目・

民生費国庫負担金５０万円の減額のほか、４目・災害復旧費国庫負担金１９９万９,０００円の

増額と合わせまして、１４９万９,０００円を増額しております。 

 ２項・国庫補助金は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金や特定有人国境離島地域社

会維持推進交付金の追加、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、社会資本整備総

合交付金の減や事業の実績等による増減により、７３１万９,０００円の減額となっております。 
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 １６款・県支出金、１項・県負担金は、事業の実績等により、８２１万４,０００円を減額し

ております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ２項・県補助金は、有害鳥獣被害防止対策事業補助金の減や事業実績見込みによる増減等によ

り７,０４２万４,０００円の減額となっております。 

 １７款・財産収入は、立木売払収入３０８万円を追加しております。 

 １９款・繰入金は、財源調整によります財政調整基金繰入金２億７,１２２万３,０００円の減、

がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金繰入金６００万円の減が主なものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ２１款・諸収入は、過年度分の災害対策費用保険１２９万１,０００円を追加しております。 

 ２２款・市債は、漁業用燃油高騰対策事業、道路事業、自然災害防止事業の減額や国の補正予

算による公営住宅建設事業の追加、事業実績見込みによる増減により３,３３０万円の減額とな

っております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 なお、歳出につきましては、別途参考資料をタブレットに掲載しておりますので、後ほど御参

照ください。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ２款・総務費、１項・総務管理費は、減債基金積立金の増や各事業の実績見込みによる増減に

より５,７３２万２,０００円の増額となっております。 

 ３項・戸籍住民基本台帳費は、戸籍電算システム改修委託料２８３万８,０００円を追加して

おります。 

 ３款・民生費、１項・社会福祉費は、予算の組替えのほか、後期高齢者医療広域連合負担金

７１３万６,０００円の増や後期高齢者医療特別会計繰出金１,０９５万３,０００円の減額など、

事業実績見込みによる増減により５１０万７,０００円の減額となっております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ４款・衛生費、１項・保健衛生費は、水道事業負担金９１５万８,０００円、診療所特別会計

繰出金１,４６３万６,０００円の減が主なものでございます。 

 ２項・清掃費は、事業実績などによる５,１３９万４,０００円の減額でございます。 

 ６款・農林水産業費、１項・農業費は、そば生産出荷奨励事業補助金５０２万４,０００円の

増額、有害鳥獣捕獲補助金６,４０１万２,０００円の減額など、事業実績見込みによる増減を合

わせて５,８９８万８,０００円の減額となっております。 

 ３０ページをお願いいたします。 
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 ２項・林業費は、森・川・里・海環境保全再生基金積立金３０８万円の追加や事業実績見込み

による増減と合わせまして１８８万円の増額となっております。 

 ３項・水産業費、２目・水産業振興費は、活魚・鮮魚等輸送コスト助成事業補助金３,９７８万

３,０００円の増、漁業用燃油高騰対策事業補助金５,００５万円の減など、事業実績見込みによ

る増減と合わせまして２,２８４万３,０００円の減額、４目・漁港建設費は、国の補正に伴う事

業費の追加や事業実績見込みによる増減と合わせまして５８４万円の増額となっております。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 ８款・土木費、２項・道路橋りょう費は、国の補正に伴う事業費の追加や事業実績見込みによ

ります増減などによりまして４００万円の減額となっております。 

 ３項・河川費は、桟草地区急傾斜地対策工事５,０００万円の減や急傾斜地崩壊対策事業負担

金４６０万円の追加でございます。 

 ４項・港湾費は、港湾工事負担金１,５４７万７,０００円の増額や県海岸事業負担金７３０万

円の減額でございます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 １０款・教育費は、美津島文化会館大会議室空調設備改修工事と委託料７９０万７,０００円

の増や事業実績見込みなどによります増減となっております。 

 １１款・災害復旧費でございますが、事業実績見込みにより、漁港施設災害復旧工事費

７,２００万円、道路災害復旧工事費５００万円の減額が主なものでございます。 

 １２款・公債費は、借入利率の決定などにより、償還金利子４,０００万円を減額しておりま

す。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決

定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第３号 

日程第１４．議案第４号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１３、議案第３号、令和５年度対馬市診療所特別会計補正予算

（第３号）及び日程第１４、議案第４号、令和５年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算
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（第２号）の２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。保健部長、桐谷和孝君。 

○保健部長（桐谷 和孝君）  ただいま一括議題となりました議案第３号及び議案第４号の２件に

つきまして、その提案理由と内容について、続けて御説明いたします。 

 まず、議案第３号、令和５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号）につきまして御説明

いたします。 

 今回の補正予算は、長崎県へき地医療対策費補助金の令和４年度診療実績による県補助金返還

金が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和５年度対馬市の診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによることを規

定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６４４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７,４６５万８,０００円とす

るものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページ、５ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございま

す。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 予算書は、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、３款・県支出金、１項・県補助金は、へき地医療対策費補助金を

追加しております。 

 ４項・繰入金、１項・他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を減額しております。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 １款・総務費、１項・施設管理費、１目・一般管理費、２２節償還金利子及び割引料は、令和

４年度診療実績に伴う長崎県へき地医療対策費補助金返還金を計上しております。 

 ２款・医療費、１項・医療費は、財源内訳の変更でございます。 

 続きまして、議案第４号、令和５年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

きまして御説明いたします。 

 今回の補正予算は、保険基盤安定負担金の減額及び保険料納付金の追加が主なものでございま

す。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和５年度対馬市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる

ことを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ
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ぞれ４万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,８８５万

２,０００円とするものでございます。 

 第２項・歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページ、５ページの「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございま

す。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 予算書は８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款１項・後期高齢者医療保険料は、特別徴収及び普通徴収保険

料を収納状況により補正しております。 

 ５款・繰入金、１項・一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の減額でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ２款１項１目・後期高齢者医療広域連合納付金は、長崎県後期高齢者医療広域連合へ納める保

険基盤安定負担金の減額及び保険料納付金の追加でございます。 

 以上で、議案第３号及び議案第４号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。２件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。２件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから討論、採決を行います。 

 まず、議案第３号、令和５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号）について、討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号、令和５年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、
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討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第５号 

日程第１６．議案第６号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１５、議案第５号、令和５年度対馬市集落排水処理施設特別会計

補正予算（第１号）及び日程第１６、議案第６号、令和５年度対馬市水道事業会計補正予算（第

２号）の２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。水道局長、舎利倉政司君。 

○水道局長（舎利倉 政司君）  ただいま一括議題となりました議案第５号、令和５年度対馬市集

落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）及び議案第６号、令和５年度対馬市水道事業会計補

正予算（第２号）について、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 まず、議案第５号、令和５年度対馬市集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

 今回の補正は、下水道事業への移行に伴う料金システム等の導入業務委託料の減が主なもので

ございます。 

 補正予算書３ページをお願いいたします。 

 令和５年度対馬市の集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ることを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ５５８万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,５２９万

６,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるものとす

るものでございます。 

 それでは、補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございますが、３款・繰入金、１項・他会計繰入金、１目・一般会計繰入金は、

一般会計からの繰入金１９１万８,０００円の追加、６款・市債、１項・市債、１目・下水道事
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業債は、公営企業会計適用債７５０万円の減額でございます。 

 次に、歳出でございますが、１款・下水道事業費、１項・下水道管理費、１目・一般管理費、

１２節委託料で、下水道事業への移行に伴う料金システム及び会計システム導入に係る業務委託

料５５９万９,０００円の減額、２款・公債費、１項・公債費、２目・利子、２２節償還金利子

及び割引料で、償還金利子１万７,０００円の追加でございます。 

 続きまして、議案第６号、令和５年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号）について御説明

申し上げます。 

 今回の補正は、水道使用料の追加と、それに伴う消費税の追加及び工事請負費の減が主なもの

でございます。 

 補正予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条で、令和５年度対馬市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる

ことを規定し、第２条で、対馬市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を、次のとおり補正するものでございます。 

 収入で、第１款・水道事業収益、第１項・営業収益を２,１２２万円追加、第２項・営業外収

益を４１５万８,０００円減額し、水道事業収益の総額を１０億９,４８６万８,０００円とし、

支出で、第１款・水道事業費用、第２項・営業外費用を３００万円追加し、水道事業費用の総額

を１０億２９１万円とするものでございます。 

 第３条で、予算第４条本文中括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額３億

２,９９０万１,０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額２,０１８万４,０００円、当年度

分損益勘定留保資金２億２,０９２万８,０００円、減債積立金４,１６６万４,０００円、建設改

良積立金４,７１２万５,０００円で補痾するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入で、第１款・資本的収入、第３項・負担金を１,２０５万円減額、第４項・補償金を

９７０万９,０００円減額し、資本的収入の総額を２億３,７５４万４,０００円とし、支出で、

第１款・資本的支出、第１項・建設改良費を４,１８７万１,０００円減額し、資本的支出の総額

を５億６,７４４万５,０００円とするものでございます。 

 第４条、予算第９条第１号中「２,７８４万５,０００円」を「２,７４０万７,０００円」に、

第２条中「１,２８９万６,０００円」を「９１７万６,０００円」に、第４条中「８,０９５万

円」を「６,８９０万円」に改めるものでございます。 

 それでは、補正予算書の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 初めに、収益的収入でございますが、１款・水道事業収益、１項・営業収益、１目・給水収益
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は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行により、観光客数が増え、宿泊施設等の水

道使用水量が増加したことによる水道使用量２,１２２万円の追加、２項・営業外収益、４目・

他会計負担金は、一般会計からの負担金４１５万８,０００円の減額でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、１款・水道事業費用、２項・営業外費用、３目・消費税は、

水道使用量の収入増に伴う消費税３００万円の追加でございます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、資本的収入でございますが、１款・資本的収入、３項・負担金、１目・他会計負担金

は、一般会計からの工事負担金１,２０５万円の減額、４項・補償金、１目・補償金は、道路改

良工事等に伴う水道施設の移転に係る補償金で９７０万９,０００円の減額でございます。 

 次に、資本的支出でございますが、１款・資本的支出、１項・建設改良費、２目・施設整備費

は、水道施設の移転に伴う補償工事費２,４８２万１,０００円の減額、３目・簡易水道整備工事

費は、基幹改良工事の精査による１,７０５万円の減額でございます。 

 以上で、議案第５号、議案第６号の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。２件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。２件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから討論、採決を行います。 

 まず、議案第５号、令和５年度対馬市集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、令和５年度対馬市水道事業会計補正予算（第２号）について、討論はあり

ませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．市長の施政方針説明 

○議長（初村 久苹君）  日程第１７、市長の施政方針説明を行います。 

 市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  令和６年度一般会計及び特別会計予算の御審議をお願いするに当たり、

予算編成方針とその概要を御説明申し上げます。 

 初めに、去る１月１日に発生しました能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に哀悼

の意を表しますとともに、被災されました方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 世界中を震撼させてきた新型コロナウイルス感染症も、日本国内で感染者が確認されてからは

や４年が経過しております。 

 ウイルスは、変異を繰り返しながら人々の暮らしの中に大きな影響を与えており、いまなお、

収束には至っておりません。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけがこ

れまでの２類相当から５類に引き下げられてからは、対馬市におきましても多方面にわたるイベ

ントが制限なしに実施されることにより、にぎわいと活気が戻りつつあると感じております。 

 また、３月１日には、市制施行２０周年を迎えました。この節目の年を、市民の皆様とお祝い

するとともに、これまでの歴史を振り返り、さらなる飛躍に向けて歩み出すきっかけの年とする

ため、市民企画事業や国境マラソンをはじめとする多種多様な冠事業を計画しております。 

 令和６年度は、第２次対馬市総合計画後期計画の４年目となります。総合計画の仕上げの年と

位置づけ、可能な限りの施策を市議会とともに知恵を絞りながら実行してまいりたいと考えてお

ります。 

 持続可能な島づくりを目指す「ＳＤＧｓ未来都市」関連においては、循環型経済モデル研究開

発連携協定を締結している、サラヤ株式会社様が対馬モデルの実現を目指すため、１月２２日に

対馬市内において新会社を立ち上げられ、設立登記も完了されたと報告を受けております。 

 今後は、海洋漂着ごみの再資源化や再生可能エネルギーの創出等に向けた研究開発に取り組ま

れるとともに事業化を目指していくとのことで、大いに期待を寄せているところでございます。 

 国が重要施策としているデジタル田園都市国家構想においては、デジタル変革時代に即応した

組織体制とするために、昨年からデジタル推進課をしまづくり推進部に組織替えしたところであ
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りますが、それに加えて、デジタル推進分野で多方面に活躍されております陳内裕樹氏と小出泰

久氏を「未来共創フェロー」として委嘱し、対馬市のデジタル化に向けた取組により、一層進め

てまいります。 

 次に、これまでの長年の保護者の念願であり、市議会からも強い要望が出ておりました特別支

援教育におきましては、令和９年４月から厳原中学校施設内に、県立虹の原特別支援学校小・中

学部分教室を新たに開設することが決定されましたので、令和６年度から厳原中学校特別教室の

大規模改造事業に着手する計画であります。保護者等の負担軽減と特別支援教育推進のため、鋭

意整備を進めてまいります。 

 次に、令和６年度の予算編成についてであります。 

 令和６年度予算は、こういった取組のほか、対馬ならではの地域の活性化を図り、市民の所得

向上と福祉の充実を目標に編成させていただきました。 

 一方で、市長の改選期に当たることから、重要な政策的な予算を除いた骨格予算の考え方を基

本としておりますが、継続事業、緊急を要する事業、国・県などの関係団体との連携が必要な事

業などにつきましては、当初予算に計上しております。 

 その概要を御説明申し上げます。 

 国の令和６年度予算（案）は、一般会計歳出総額は対前年度比当初で２.３兆円減となる

１１２.１兆円となっております。その内容は、令和５年度補正予算と併せて、歴史的な転換点

の中、時代の変化に応じた先送りできない課題に挑戦し、変化の流れをつかみ取るための予算と

されております。 

 具体的には、こども未来戦略に基づく加速化プランの迅速な実施、我が国周辺の厳しい安全保

障環境等への的確な対応や防衛力の着実な強化、医療・福祉分野の現場で働く方々の処遇改善を

はじめとした、物価に負けない賃上げの実現に向けた取組の推進等に必要となる予算が盛り込ま

れております。 

 また、骨太方針に基づき、歳出改革の取組を進める中で、６９.６兆円の税収を見込んでおり、

これらの結果として、新規国債の発行額は３４.９兆円と対前年度比０.７％の減となっておりま

す。 

 また、重点支援地方交付金の仕組みを活用して、低所得者支援及び定額減税を補足する給付を

実現するため、物価・賃上げ促進予備費１兆１,３１１億円の確保、能登半島地震への対応につ

いて、復旧・復興の段階などに応じた切れ目ない機動的な対応を確保するため、一般予備費１兆

円を確保するなど、予期せぬ状況変化に引き続き万全の備えを講じることとされております。 

 本市の令和６年度予算編成に当たりましては、政府予算の基本的な考え方や地方財政収支見通

しの概要等を考慮しつつ、対馬市独自の施策を限られた財源の中で、可能な限り計上したところ
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であります。 

 その結果、令和６年度の予算規模は、一般会計と５つの特別会計を合わせて、総額４２７億

１,２８３万５,０００円であります。令和６年度から集落排水処理施設特別会計は、地方公営企

業法の適用を受けておりますので、特別会計が６会計から５会計になっております。 

 地方公営企業法の適用を受けます水道事業会計は、収益的収入１０億６,６４２万４,０００円、

収益的支出１０億２,４７３万１,０００円、資本的収入３億６,９７３万６,０００円、資本的支

出８億２,０６４万７,０００円、今年度から地方公営企業法の適用を受けます漁業集落排水事業

会計は、収益的収入２,５６５万円、収益的支出２,５５７万４,０００円、資本的収入

１,２７２万３,０００円、資本的支出１,４４０万２,０００円としております。 

 一般会計につきましては、令和５年度当初予算と比較いたしまして、プラス１.７％の

３３２億２,７００万円としております。 

 歳入予算の主な内容といたしまして、市税は、市民税やたばこ税の増収により、対前年度比プ

ラス０.３％の約２９億４,０００万円を計上しております。 

 地方交付税につきましては、地方財政計画における総額が対前年度比約３,０００億円、

１.６％のプラスとなっておりますが、その配分や算定方法が未確定であることを考慮して、対

前年度比プラス０.８％の約１３４億７,０００万円を計上しております。 

 また、財政調整基金、減債基金、合併振興基金などから約３１億円を繰り入れるほか、財源補

痾のある辺地対策事業債、過疎対策事業債、緊急自然災害防止対策事業債などを主として約

３８億円の市債を計上し、予算を編成いたしました。 

 次に、歳出予算について、性質別にその概要を御説明いたします。 

 人件費では、退職手当組合負担金の増、会計年度任用職員の勤勉手当の支給開始などにより、

対前年度比プラス５.５％となる約５０億円を計上しております。 

 物件費では、塵芥処理施設の年次点検補修業務委託料の増や電算機器保守委託料の増等により、

対前年度比プラス３.６％となる約６１億６,０００万円を計上しております。 

 維持補修費では、市民の要望に対し機動的に対応できるよう、市道、農林道、河川などの補修

工事費等約１億８,０００万円を計上しております。 

 扶助費では、生活保護費や障害者自立支援事業費の減により、対前年度比マイナス１.５％と

なる約３３億５,０００万円を計上しております。 

 補助費等では、水道事業負担金や病院企業団負担金の増、林業者への離島輸送コスト助成事業

補助金の増等により、対前年度比プラス２.８％の約５５億２,０００万円を計上しております。 

 公債費では、元利償還金合計約４８億２,０００万円を計上しております。 

 普通建設事業費では、対馬市防災行政情報伝達システム整備事業や市道尾浦浅藻線改良事業を
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はじめとする大型の継続事業や市道及び漁港・漁場整備など、対前年度比マイナス２％の約

６２億円を計上しております。 

 建設事業費は、公債費に連動するため、財政の健全性保持を念頭に置いて、産業基盤対策、生

活基盤対策事業を重点的に推進しているところであります。 

 また、近年多発する大規模な自然災害の復旧などに即時対応できるよう、予備費として

６,０００万円を計上しております。 

 次に、令和６年度の主な取組について、第２次対馬市総合計画に掲げる将来像に向けた、４つ

の挑戦ごとに御説明いたします。 

 １つ目の挑戦は、「若者を中心に対馬がにぎわっている」、「未来を創る子どもたちに対馬愛

が育まれている」、「大人たちが対馬に誇りを持っている」という将来像「みんなが主役になる

希望の島」を目指しての「ひとづくり」でございます。 

 若者が移住・定住したくなる島づくりを目指すため、特定地域づくり事業による担い手対策、

移住者に対する引越し経費、住宅家賃や奨学金の返還支援のほか、島内での婚活支援、結婚新生

活支援、島おこし協働隊制度の継続と展開、交流イベントや地域の祭りの継続支援などに係る事

業を実施します。 

 対馬らしい働き方や生きがい創出のため、コミュニティ活動や地域づくりへの支援、障害者の

社会参画支援、老人クラブ活動への支援、シルバー人材センター運営支援などに係る事業を実施

いたします。 

 安心して子どもを産み・育てることができ、対馬を愛する心豊かな子どもを育み、母子ともに

安心できる子育て環境をつくるため、令和６年９月開園に向けた豊玉こども園の整備やへき地保

育所への安全な給食提供、安心出産支援、アピアランスケア支援事業、子育て世代包括支援セン

ター事業、ひとり親世帯への支援、ファミリーサポートセンター事業、島っこ留学・離島留学生

の受入れ、放課後子ども教室、島内３高校の魅力化支援、地域の特徴を生かした総合的学習、学

校給食への地元産の食材提供、子ども夢づくり基金による小中学生の活動支援、教育支援セン

ターの運営などに係る事業を実施いたします。 

 ＳＤＧｓの推進を担う島づくり人材を育成し、対馬が直面する課題解決に向けた取組を推進す

るとともに、交流人口拡大を目指し、域学連携の取組成果をベースに、対馬グローカル大学やデ

ジタル技術を活用したＳＤＧｓカフェの開催、ＳＤＧｓパートナーズ登録の促進、ＳＤＧｓ研究

奨励、対馬ブルーカレッジ運営などに係る事業を実施いたします。 

 対馬の歴史や伝統文化を保全し、市民が対馬の魅力に誇りを持ち、様々な行事や交流等の生涯

学習の機会を増やすため、博物館等での常設展示や特別展示、公民館講座、プロスポーツクラブ

等連携事業、対馬の歴史・文化・伝統の伝承に関する取組への支援などに係る事業を実施します。 
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 ２つ目の挑戦は、「一次産業が持続可能な形で続けられる」、「観光産業等で地域経済が活性

化している」、「新産業が作られ、雇用も多く確保できている」という将来像「地域経済が潤い

続ける島」を目指しての「なりわいづくり」でございます。 

 持続可能な農林業の推進のため、耕作放棄地の有効活用の推進、経営の安定や規模拡大のため

の支援、農産物や木材の輸送コスト助成、対州そばや原木シイタケ生産者への支援、農林業の担

い手確保対策、有害鳥獣対策、森林環境譲与税の活用、林道整備などに係る事業を実施します。 

 持続可能な水産業の推進のため、離島漁業再生支援交付金事業、燃油高騰対策や鮮魚・活魚等

の輸送コスト助成による漁業者の経営改善支援、漁業後継者育成支援、食害魚等の有効活用のた

めの調査研究、漁港・漁場整備などに係る事業を実施します。 

 持続可能な観光業の推進のため、福岡事務所及び「よりあい処つしま」を活用した積極的な国

境の島対馬の発信、自然・文化・歴史等の地域資源を活用した体験メニューや旅行商品の開発、

インバウンド誘致に係る事業実施のほか、周遊タクシー運行事業、旅行ツアー送客支援事業、寺

泊等推進事業などを実施します。 

 持続可能な流通体制の構築、新たな産業の創出や持続可能な企業経営のため、特産品の開発支

援、ふるさと納税返礼品の取扱品目の拡大、地域商社を中心とした対馬物産の加工商品開発や販

売促進の支援、島外で開催される物産展等のＰＲイベントへの参加助成、各種イベントと連動し

た対馬産品のＰＲ、創業・事業拡大への支援、企業誘致などに係る事業を実施します。 

 ３つ目の挑戦は、「地域主導の活動が進められている」、「福祉・医療体制が維持され、安心

して暮らせる」、「暮らしのライフラインが維持されている」という将来像「支え合いで自立し

た島」を目指しての「つながりづくり」でございます。 

 国境の島である対馬において、人のつながりによって得られる文化・自然・歴史・地域の豊か

さを追求した、対馬らしい持続可能な島づくりを目指して、国内外の多様な主体が交流・連携す

る仕組みや機会をつくるため、国境マラソン大会、日韓市民ビーチクリーンアップ、高校生を対

象とした市内での韓国文化体験事業などを実施します。 

 高齢化が進む中で、全ての市民がいきいきと健康に、住み慣れた地域で安心して暮らせるまち

づくりを目指すため、各種検診の実施や啓発のための情報発信、地域の組織・団体による健康づ

くり活動や講習会の各種支援や高齢者の買物支援、各種相談体制の充実などに係る事業を実施し

ます。 

 生活インフラの維持と安全・安心なまちづくり、島内外の交通システムの利便性向上のため、

道路・トンネル・橋梁の定期的な点検、長寿命化や改良整備、高機能消防指令システムの更新、

消防ＯＡシステムの構築、地域主体の防災・災害対策、路線バス維持の支援、コミュニティバス

の運営支援、航空路・航路の路線維持などに係る事業を実施します。 
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 ４つ目の挑戦は、「豊かな自然環境が回復している」、「環境に負荷をかけない暮らしをして

いる」、「地域の資源をうまく活用している」という将来像「自然と暮らしが共存する島」を目

指しての「ふるさとづくり」でございます。 

 里地里山の多様な生物との共生、海洋環境の保護により、豊かな自然の恵みを持続可能な形で

享受できる地域づくりのため、国内希少野生動植物種であるツシマヤマネコ、ツシマウラボシシ

ジミの保護対策、特定外来種ツマアカスズメバチ駆除対策、森林再生活動、生物多様性保全や磯

焼け対策などに係る事業を実施します。 

 ごみの削減とリサイクル推進のため、漂流・漂着ごみの発生抑制対策、発泡スチロール等の利

活用方法の検討、生ごみの分別と回収率向上対策、合併浄化槽の設置推進などに係る事業を実施

します。 

 気候変動対策に貢献する環境負荷の低いエネルギーの地産地消を目指して、木質バイオマスの

島内利用の推進に係る事業を実施します。 

 対馬を代表する歴史文化遺産を保存し、その価値を後世に継承していくため、お船江跡などの

保存整備、宗家文庫史料等の保存・研究、ユネスコ無形文化遺産に登録された対馬の盆踊り保存

活動への支援、対州馬の保存活用などに係る事業を実施します。 

 以上が、第２次対馬市総合計画に掲げる将来像への「４つの挑戦～対馬づくり～」に基づく各

種事業でございます。 

 終わりに、対馬は、大陸に一番近い島であり、自然や文化にも大陸の影響を大きく残す宝の島

でございます。昨年の２月からは、対馬市と釜山市を結ぶ国際航路が再開し、韓国人観光客も増

加しております。 

 今後は、外国人観光客だけではなく、国内からの観光客や交流人口の拡大に向けて、身近にあ

る島の宝をフル活用して、第２次対馬市総合計画に掲げる「みんなで目指そう！自立と循環の宝

の島対馬」の実現に向け、市民協働のまちづくりに取り組んでまいります。 

 引き続き、市政に対します市民の皆様並びに議員各位の大いなる御支援と御協力を賜りますよ

う心からお願い申し上げ、施政方針といたします。 

○議長（初村 久苹君）  以上で、市長の施政方針説明を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を２時２０分からいたします。 

午後２時04分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時20分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１８．議案第７号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１８、議案第７号、令和６年度対馬市一般会計予算を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  ただいま議題となりました議案第７号、令和６年度対馬市一般会計

予算について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 予算の説明に先立ち、予算書と併せて、別途配付しております当初予算資料を御覧ください。 

 一般会計をはじめ、対馬市の各会計当初予算の概要を記載しております。 

 ３ページの当初予算総括表に、対馬市各会計の令和６年度当初予算額、前年度当初予算額との

比較並びに増減率を記載しております。 

 ４ページに一般会計の歳入内訳比較表、５ページに歳出目的別内訳比較表、６ページに歳出性

質別内訳比較表をそれぞれ記載しておりますので、御参照くださるようお願いいたします。 

 また、それと併せまして、歳出につきましては、別途参考資料を掲載しておりますので、後ほ

ど御参照ください。 

 それでは、予算書３ページをお願いいたします。 

 令和６年度対馬市の一般会計予算は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３２億２,７００万円と定め、第２項で、歳入歳出予

算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を４ページから８ページにかけての「第１表 歳入歳出

予算」によると定めております。 

 第２条で、地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額を、

１０ページ、１１ページの「第２表 継続費」によると定めております。 

 第３条で、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額を、１０ページ、１１ページの「第３表 債務負担行為」によると定めておりま

す。 

 第４条で、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、１２ページ、１３ページの「第４表 地方債」に

よると定めております。 

 第５条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入限度額を８０億円

と、第６条で地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合を定めております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算についてでございますが、歳入及び歳出の款項の区分の金額については、
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４ページから８ページの第１表、歳入歳出予算のとおりでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第２表、継続費につきましては、防災行政情報伝達システム整備事業、厳原中学校大規模改造

（特別教室）事業、市道浜久須富浦線道路災害復旧事業の継続費総額をそれぞれ１３億６,７８１万

６,０００円、１億９,２９７万９,０００円、３億９,３００万円とし、期間及び年割額を定めて

おります。 

 第３表、債務負担行為につきましては、情報通信基盤整備に係る映像伝送運営負担金、情報通

信基盤整備に係る加入者専用設備構築費の債務負担の期間を、それぞれ令和６年度から令和

１５年度、令和６年度から令和１７年度、限度額をそれぞれ４億２,０６０万円、１９億

２,４１０万円といたしております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第４表、地方債につきましては、公共事業等債から臨時財政対策債まで、それぞれ限度額を定

め、限度額合計を３７億９,８８０万円といたしております。 

 それでは、１４ページから記載します歳入歳出予算事項別明細書により、主なものを御説明い

たします。 

 本年度の予算の状況は、合計欄に記載のとおり、３３２億２,７００万円で、対前年度比５億

６,０００万円、１.７％の増でございます。 

 これは、この３月が市長の改選期に当たることから、骨格予算の考え方を基本として予算編成

を行いましたが、それ以上に退職手当負担金や会計年度任用職員の勤勉手当の支給開始などの人

件費の増額、塵芥処理施設の年次点検委託料や電算機器保守委託料の増、物価高騰や最低賃金の

引上げに伴う各種委託料の増などによります物件費の増額、病院企業団負担金、林業者への輸送

コスト助成事業補助金の増などによります補助費の増額や、市道尾浦浅藻線改良事業や防災行政

情報伝達システム、厳原中学校大規模改造事業をはじめとする大型の継続事業に係る経費の増、

衆議院小選挙区選出議員補欠選挙費などが大きな要因でございます。 

 まず、歳入でございますが、１款・市税は、２９億３,６９８万４,０００円、前年度比

９５５万９,０００円の増でございます。これは、固定資産税は減収の見込みとなっております

が、市民税やたばこ税の伸びが大きく、併せまして、増収となる見込みでございます。 

 ２款・地方譲与税から１０款・地方特例交付金及び１２款・交通安全対策特別交付金は、令和

５年度の交付実績見込みや令和６年度地方財政計画等を基に計上いたしております。 

 １１款・地方交付税は、国の地方財政計画におきましては、１.６％の増でございますが、令

和５年度の交付実績や配分方法等が不確定であることを考慮して、対前年度比０.８％の増とな

る１３４億７,３１７万９,０００円を計上しております。 
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 内訳につきましては、普通交付税を対前年度比６９４万５,０００円増の１２２億７,３１７万

９,０００円、特別交付税を対前年度比１億円増の１２億円をそれぞれ計上しております。 

 １３款・分担金及び負担金は、博物館管理運営負担金、養護老人ホーム入所負担金、保育所入

所負担金など、１億３,８０２万４,０００円を計上しております。 

 １４款・使用料及び手数料は、各種公共施設の使用料、国際ターミナル使用料、公営住宅使用

料、塵芥収集手数料など、４億４８９万５,０００円を計上しております。 

 １５款・国庫支出金は、４５億１,１６９万８,０００円の計上で、自立支援費負担金、施設型

給付費負担金、生活保護費負担金、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金、地方創生推進交

付金、社会資本整備総合交付金、デジタル田園都市国家構想交付金などでございます。 

 １６款・県支出金は、２９億８,１５９万円の計上で、保険基盤安定等負担金、自立支援費負

担金、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金、地籍調査事業補助金、子ども・子育て支援交

付金、海岸漂着物等地域対策推進事業補助金、有害鳥獣被害防止対策事業補助金、漁港整備事業

補助金、離島漁業再生支援交付金、衆議院議員選挙費委託金などでございます。 

 １７款・財産収入は、９,６７５万９,０００円の計上で、土地・建物の貸付収入、立木売払収

入などでございます。 

 １８款・寄附金は、３億７,０９０万円の計上で、ふるさと納税寄附金などでございます。 

 １９款・繰入金は、３１億１,６２１万６,０００円の計上で、主なものとして財政調整基金、

減債基金、振興基金、がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金、合併振興基金などからの繰入れ

でございます。 

 ２２款・市債は、情報通信基盤整備、認定こども園建設、漁港整備事業、湯多里ランドつしま

施設改修、市道改良、公営住宅建設、屋外拡声子局整備事業などの事業に充当するため、公共事

業等債、辺地対策事業債、過疎対策事業債など、３７億９,８８０万円を計上しております。 

 次に、歳出でございますが、１６ページをお願いいたします。 

 １款・議会費は、議会活動費など、１億９,１６３万６,０００円の計上で、前年度と比較し

２７９万７,０００円の増となっております。 

 ２款・総務費は、４２億６,２２３万７,０００円の計上で、前年度と比較し１５７万

７,０００円の増となっております。増の主なものは、市制施行２０周年記念事業経費や衆議院

小選挙区選出議員補欠選挙、情報通信基盤整備事業における映像伝送路使用料及び映像設備使用

料、対馬ブルーカレッジ運営事業、ふるさと納税に係る返礼品代や事務経費、移住定住支援補助

金、がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金積立金、総合行政電算システム保守業務及び標準化

対応支援業務などでございます。 

 ３款・民生費は、６６億４,７３７万円の計上で、前年度と比較しまして４億２,８１１万
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９,０００円の減となっております。これは、認定こども園整備事業の事業費の減や生活保護費

などの扶助費が減となったことによるものでございます。 

 ４款・衛生費は、４５億６,７３５万４,０００円の計上で、前年度と比較しまして３億

４,３７７万４,０００円の増となっております。これは、水道事業負担金や病院企業団負担金、

診療所特別会計繰出金、塵芥処理施設・し尿処理施設の機械器具法令点検、保守点検委託料など

が増となったことによるものでございます。 

 ６款・農林水産業費は、３６億５,８８０万４,０００円の計上で、前年度と比較しまして５億

７,８３９万円の増となっております。これは、有害鳥獣捕獲補助金が減となったものの、林道、

作業道の整備、離島輸送コスト助成事業補助金、漁場・漁港整備費などが増となったことによる

ものでございます。 

 ７款商工費は、９億１,３４２万１,０００円の計上で、前年度と比較しまして９,９３７万

５,０００円の減となっております。これは、朝鮮通信史歴史館の駐車場整備や三宇田浜園地整

備工事の改修事業費の減が主な要因でございます。 

 ８款・土木費は、３２億２,４６８万７,０００円の計上で、前年度と比較しまして６億

２,６０８万円の減となっております。これは、橋梁整備工事、盒知住宅建設事業費が増となっ

たものの、厳原港国際ターミナル建設事業費、尾浦浅藻線道路改良工事費が減になったことによ

るものでございます。 

 ９款・消防費は、１７億２,２２２万５,０００円の計上で、前年度と比較しまして４億

７,０３６万７,０００円の増となっております。これは、消防署支署建設事業費が減となったも

のの、高機能消防指令システムの更新、防災行政情報伝達システム整備工事費が増となったこと

によるものでございます。 

 １０款・教育費は、３０億２,７２３万３,０００円の計上で、前年度と比較しまして２億

６,６７６万円の増となっております。増の主なものは、大船越小学校トイレ洋式化工事、厳原

中学校大規模改造工事、厳原中学校長寿命化改良工事、博物館運営費、峰地区公民館、対馬市公

会堂非常用発電機更新工事、学校給食会委託料の増などが主なものでございます。 

 １１款・災害復旧費は、９,６００万円の計上で、前年度と比較しまして８,０００万円の増と

なっております。市道浜久須富浦線道路災害復旧事業の増が主な要因でございます。 

 １２款・公債費は、４８億２,５０６万円の計上で、前年度と比較しまして３,２６９万

９,０００円の減となっております。 

 １３款・諸支出金は、旅客定期航路事業特別会計繰出金として３,０９７万３,０００円を計上

し、１４款・予備費は、６,０００万円を計上しております。 

 なお、１８４ページから１９１ページにかけまして特別職及び一般職の給与費明細書を、また、
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１９２ページから１９５ページにかけまして継続費に関する調書を、１９６ページから２０１ペー

ジにかけまして債務負担行為に関する調書を、２０２ページ、２０４ページに地方債に関する調

書を掲げておりますので、御参照方お願いいたします。 

 以上で、令和６年度対馬市一般会計予算の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、議長を除く全議員を委員とする予算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は、議長を除く全議員を委員とする予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 正副委員長互選のため、予算審査特別委員会を議員控室に招集します。 

 暫時休憩します。 

午後２時38分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時57分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 報告します。予算審査特別委員会の委員長に黒田昭雄君、副委員長に作元義文君が決定しまし

た。 

 なお、委員会の審査報告は３月２７日に行います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（初村 久苹君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日は定刻から本会議を開き、議案説明等を行います。 

 本日はこれで散会といたします。お疲れさまでした。 

午後２時58分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


